
令和２年７月２０日 

堺      市 

 

八下中学校校舎増築ほか工事の設計図書の訂正について（通知） 

 

八下中学校校舎増築ほか工事の設計図書等（図面）について、下記の通り、一部訂正しま

すので、お知らせします。 

現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みですので、再度、ダウ

ンロードしていただくか、お持ちの書類を訂正していただきますようお願いいたします。 

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。 

ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。 

 

記 

 

１．図面の訂正 

・訂正箇所 

   図面 A/01、A/08 

 

２．図面の訂正および補足説明について 

  図面の訂正後抜粋資料において、項目の訂正および補足説明を行っている部分につい

て、雲マークで表現していますので、訂正前訂正後の図面を比較し、ご確認ください。 

 



別紙1

図面№ 図 面 名 称 訂 正 箇 所 誤 正 備 考

A/01 特記仕様書(№1) ①一般共通事項 27　中間技術検査 ㉗　中間技術検査 修正

A/08
建築概要・付近見取図
・求積図

建築概要　昇降設備 11人乗り　60m/min　機械室レス 11人乗り　45m/min　機械室レス 修正

図 面 正 誤 表

工事名称：八下中学校校舎増築ほか工事
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建設工事だけでなく建設工事以外を請け負う下請負人(産業廃棄物及
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八下中学校校舎増築ほか工事

小畑 小里

4．図面　　　　 5．各種標準図　　 　　　  6．標仕

章 項　　目

    の 工 法 　 　 　 　 　  

Ⅰ．工事概要

Ⅱ．工事仕様

特　記　事　項

１
　
一
 
般
 
共
 
通
 
事
 
項

３ 　 特 別 な 材 料 　 　 　  

ａ　用途地域

ｂ　防火地域

ｃ　その他の地域地区

ｄ　都市計画施設の区域

ｅ　建蔽率・容積率　

f　敷地面積　　　　㎡

　・第一種低層　　・第二種低層　　・第一種中高層　・第二種中高層

　・第一種住居　　・第二種住居　　・準住居

　・近隣商業　・商業　　　・準工業　　・工業　　　・工業専用

　・ 指定なし　・　　　　　・　　　　　・　　　　　

　・防火　　　・準防火　　・２２条区域

　・市街化　　・市街化調整 ・ 

　・宅造規制　・風致　　　 ・　　　　・　   

　・指定あり　（・都計道路　・都計公園　・　　　　　・　　　　　　）

　・指定なし 

　・指定建蔽率　　　　％　　・指定容積率　　　　％

ａ．工事種別

ｂ．用途　　　　　　　　（主要用途　　　　）

ｃ．建築面積

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛建蔽率　　　　％｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛容積率　　　　％｝

　　　　  　（既設部分　　　  ）　計　　　　　

m

mm

　　　　  　（既設部分　　　  ）　計　　　　　m

ｅ．構　　造        

ｆ．階数　　　　　地上　　　階　地下　　　階

ｇ．棟数　　　　　　棟

ｈ．軒高　　　　　　ｍ　　　　　　　　　　ｉ．最高の高さ　　　　　　ｍ

備考 
棟名

構造階数建築面積
棟別工事種別

各階床面積

    各棟建築面積及び各棟床面積他

１　工事名称

２　工事場所

３　敷地に関する事項

４　工事建物概要

堺市

５　工事範囲

5．その他工事

3．既設改修工事　　　　　　　4．撤去工事

６　別途工事 1．電気設備工事　　　　　　　2．給排水衛生設備工事

3．空気調和設備工事　　　　　4．ガス設備工事

7．その他工事

5．し尿浄化槽設備工事        6．植栽工事

1．建築主体工事　　　 　　 　2．屋外附帯工事

１　共通仕様

（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設

備工事および機械設備工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

（１）質疑回答書、図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(平成

２　適用 特記仕様の取扱については、下記による。

（１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　・印のつかない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

３　設計図書の

    優先順位　　　　 

設計図書に相違がある場合、設計図書の優先順位は下記による。

1．質疑回答書　 2．現場及び机上説明書　　 3．特記仕様書

製品の指定工法による。

材料指定メーカーリスト（以下メーカーリストという）による。

建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの及び建築

※建築基準法に基づき定められる風圧区分等の適用工事

　・地表面粗度区分（・Ⅰ　・Ⅱ　※Ⅲ　・Ⅳ）

　・積雪区分　垂直積雪量　３０cm

　・風速（Ｖｏ＝３４m/s　　　）

　・

　・８章　・９章　・１０章　・１３章　・１４章　・１６章　・１７章

 

 

２　建築材料　　　　 

１　品質計画

2 2

2 2

ｄ．延べ面積

標仕に記載されていない特別な工法は、監督員の承諾を受けて当該

31年版)」（以下「標仕」という。）による。

　　　　　　　　　　　　　　　※１部　・（　　）部　提出

　　　　　　　　　　　　　　　※１部　・（　　）部　提出

 

工事写真 　　　　各工程に沿って、日付内容その他必要事項を記入の

　　　　　　　　上、順次アルバムに整理を行う。

工事出来高写真 　中間支払いを請求する場合は、出来高が明確になる

　　　　　　　　ように写真 を撮り提出する。

　　取り合い　　　　

施工範囲

施工図

　監督員の承諾を受ける。

 

　設備機器の位置、取り合いなどの検討できる施工図を提出して、

・図示した鉄筋コンクリート部分の貫通口、開口部、スリーブ等の補強

・図示した壁・天井の仕上げ材・下地材の切込み及び下地材の補強

・駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ

・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

 　
※図示　・設計ＧＬ＝ＯＰ＋

８　設備工事との　　

９　設計基準線　　　

2000.12. 改訂

2002. 5. 改訂

2004.11. 改訂

2007.12. 改訂

2009. 4. 改訂

2011. 2. 改訂

2012. 8. 改訂

2014. 1. 改訂

1998. 5. 作成 2014. 4. 改訂

2014.12. 改訂

2015. 4. 改訂

2016. 4. 改訂

2016. 7. 改訂

2017. 2. 改訂

 

 

 

地盤設計支持力　　（　　）ｔ／m 　　　　（長期）

　試験深さ　　設計ＧＬ－（　　　）ｍ　　＊現場指示による

・平板載荷試験　　ヶ所

　最大荷重　　（　　）ｔ　

　試験の方法　※敷地調査共通仕様書による。

2

 

 
重ね合わせ及び基礎梁際ののみ込み幅　※２５０mm

重ね枚数　（　　）枚

厚さ　　　※０．１５mm以上

適用範囲　※図示

３

  

 

６　床下防湿層

７　試　験

２
　
仮
　
設
　
工
　
事

 

 
呼び強度　※１８　　所要スランプ　※１５cm

厚さ　　　※５０mm　　　　　　　　・図示

厚さ　　　※６０mm　　　・図示　

材料　　　・切込砂利　※切込砕石　・再生クラッシャラン４　砂利地業

５　捨コンクリート

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　・オールケーシング工法

杭の精度　水平方向の位置ずれ　・杭径の1/4かつ100mm以下　　・　

 
継ぎ手　　建築基準法に基づく指定又は認定を受けた継ぎ手を使用し

　　　　　てよい。

 

 

 

 掘削工法　　　　　　　　・アースドリル工法

コンクリートの種別　　　・Ａ種　・Ｂ種

鉄筋 の最小 かぶ り 厚さ㎜　 ※１０ ０ 　

鉄筋の種別　　　　　　　※Ａ類　・Ｂ類３　場所打ちコンク　 

・リバース工法

　　リート杭地業

 

  

先端形状　・閉そく平たん形　・開放形

 
 

 

 

 

１　試験杭　　　　　 ※別紙１特記仕様書による。

・杭載荷試験

　試験の種別　・鉛直載荷試験　・水平載荷試験

　試験の方法　※敷地調査共通仕様書による。

　最大荷重（　　　）ｔ  

杭頭処理　切断しない　（高止りによる切断は油圧カッターを使用）

 
３
 
土
 
工
 
事

先 行 専 用 足 場 方 式 に よ り 行 う こ と 。

 ２　建設発生土の処理 

・構内指示の場所に敷き均し

・構内指示の場所にたい積

３　山留め　　　　　 ※図示

  
１　埋戻し及び盛土　 ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・その他搬入土（　　　　）
 

関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、

足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の

組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり

９　仮設足場　　 

・別紙１特記仕様書による。　　　・　８　工事用表示板　　 

足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」につい

て」（厚生労働省　基発第0424001号　平成21年4月24日）の「手すり先行

工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に

 
６　仮囲い　　　　　 

 

・別紙１特記仕様書　種別　・Ａ　・Ｂ　・Ｃ　・ОＰ模様塗（5色程度）

・ガードフェンス H=1,800（頭つなぎ共）　・　
シート張り　・有　・無

 
７　安全対策　　　　 

・安全巡視員（・常駐　　　人　・スポット延　　　人）

・メッシュシート（防炎Ⅰ類）　・防音シート　・防音パネル　・朝顔

　大阪府公安委員会告示(平成27年11月 2日第123号 )を遵守すること。

・構外搬出適切処理　（自由処分）

※構外指定場所搬出適切処理（再資源化施設）

４　水替え　　　　 ・水中ポンプ３インチ程度

　
４
　
地
　
業
　
工
　
事

※杭工事は「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置」

　（国土交通省告示第４６８号 H28.3.4）を順守する。

2018. 4. 改訂

2020. 4. 改訂

 

ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。

　　な施工の確保に　

　　ついて　　　　　

 

3 特定建設業の許可を受けないで、下請代金の総額が建設業法施行令

　ことはできないのでとくに留意すること。

　不必要な重層下請負その他不適切な形態による下請契約により、工

　事を施工するなど契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為

　を行わないこと。

 

1 シンナー等有機溶剤の保管場所については、他の材料と区別し施錠

　　保管について　　 　する等保管管理を厳重にし盗難の防止に努めること。なお、保管す

　るときは換気に注意し、一定量以上保管する場合は消防法等関係法

　令に従うこと。

　　症候群対策について

に行うこと。

工事竣工後も建物の引継ぎをするまでの間は室内の通風・換気を充分

揮発性有機溶剤）の空気中の濃度低減を計ること。

業中は室内の通風・換気を充分に行い、ホルムアルデヒド・ＶＯＣ（

するために、建材・施工材（接着剤・塗料）の工程管理に留意し、作
ホルムアルデヒド・ＶＯＣ（揮発性有機溶剤）等の放散量を最小限に

撮影業者　※監督員の承諾する撮影業者

 
施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲

するものとする。

分類・規格 撮影箇所数 提出部数 原板の大きさ（ｍｍ）

 

・

※１００×１２５以上

※２４×３６以上

※２　・６

※１　・　

※２　・　

※２　・　

・

外部（　）内部（　）

外部（　）内部（　）

外部（　）内部（　）

外部（　）内部（　）

外部（　）内部（　）・

・カラースライド

・カラー半切木製パネル

・カラー四切木製パネル

・カラー

※キャビネ版

（他に外観正面１カットのみ３枚（カラーキャビネ版）提出）

下記のものを監督員に提出する。ただし、原板は撮影業者の保管とする。

2 使用後は現場に放置することなく、速やかに持ち帰る等の処置を講

　ずること。

1 建設業法第26条及び工事請負契約書第10条に定める受注者が工事現

　場に配置しなければならない現場代理人、監理技術者、主任技術者

　及び専門技術者については、適切な資格、技術力等を有する者を配

　置すること。

（注）工事現場に常駐して専らその業務に従事する者で受注者と直接

　　　かつ、恒常的な雇用関係にある者に限る。

　第 2条で定める金額（6,000 万円）以上となる下請契約を締結する

2 建設業法第22条及び工事請負契約書第 6条に違反する一括下請負い

10　施工図等の取扱い

11　完成写真

14　建築工事の適正　

15　シンナー等の　　

 16 シック・ハウス

1 発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用を行う
  こと。コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、
　アスファルト・コンクリートは「建設リサイクル法」による。その
　他のものは中間処理又は最終処理施設に搬入処理を行う。
　なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用、再生資源化
　及び再生資源の活用を行う場合は、監督員と協議する。

17　発生材の処理　　

び建設発生土等処理業者(収集運搬業者、中間処理業者、処分業者)並

ととし、建設発生土等の搬出先についても、施工体系図の中で明示す

体系図の写しを監督員に提出しなければならない。また、施工体系図

の記載事項等に変更があったときは、その都度、変更された施工体系

図の写しを速やかに監督員に提出しなければならない。

者の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に

合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けること

を拒んではならない。

びに警備業者等)においても、記載すべき下請負人の対象として扱うこ

るものとする。また、受注者は、すべての下請負人が記載された施工

受注者は、監督員等から公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる

に対し火災保険を次のとおり付すこと。また、保険契約締結後、

速やかにその証券を堺市長に提出すること。

なお、建設工事保険、組立保険等の総合保険に加入している場合は、

保険証の写しと火災保険金の受取りを堺市長とした保険会社発行の

証明書を提出すること。

　　・法定外労災補償（建設共済）又は労働災害総合保険

　従業員が受けた身体障害の補償

　第三者に与えた損害の補償

　　・請負業者賠償責任保険

この工事の施工にあたり、目的に応じて次の保険を付すること。

　　ついて

趣旨を理解し協力すること。なお、下請業者についても本調査の趣旨を

本工事が公共事業労務費調査の対象工事に選定された場合は、本調査の

周知し協力するよう指導すること。

を費用の面から把握し、発注者における工事費積算に適切に反映させる

ことを目的とする。なお、調査票は監督員から配布するものとする。

掲示する。

標識掲示場所は、工事用表示板の付近の見やすいところに

契約締結後１ヶ月以内に「退職金掛金収納書届」を提出する。

建設業退職金共済制度（以下「建退共」と言う）は、建設現場で働く

「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識（黄色の標識）を

労働者を被共済者としたものであり、受注者のみならず下請け業者ま

でこの制度の主旨を理解し、建設現場ごとに建退共の証紙を購入し、

　　　保険期間　　　　工期プラス１ヶ月　

　　　被保険者　　　　堺市長

　　　保険金額　　　　部分払いするときの出来高金額以上

20　火災保険について

21　その他の保険に

22　公共事業労務費調査

23　共通費実態調査

24　建退共について

＊この工事の施工にあたり、部分払いを請求する際には、工事出来高部分

本工事が共通費実態調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨を

理解し協力すること。共通費実態調査は受注者による営繕工事の実施状況

振興と市内業者の育成のためできる限り市内業者へ発注する。

工事の一部を下請けさせる場合及び原材料を購入する際は地元産業の

　原材料の購入について

25　工事の下請け及び

 

必要があります。「堺市グリーン調達方針における公共工事特定調達品

（採用した品目は実績数を記載し、報告書を作成のうえ提出のこと）

　　品目の採用について

堺市グリーン調達基本方針に基づき【最新版】堺市グリーン調達方針

の定めによりグリーン調達やリサイクル製品の調達の一層の推進を図る

段等において、施工中に検査を行うもので、設計図書及びその他の関係

本工事は、中間技術検査の対象工事となる。中間技術検査は公共工事の

品質向上を図るため、工事完成時に不可視となる部分や施工上重要な階

書類に基づいて行われる。

目」を本工事において市監督員と協議のうえ、極力採用するものとする。

26　公共工事特定調達

 27　中間技術検査

　調査・報告・掲示 の書面の作成、発注者への報告を行うこと。なお、事前調査結果を掲示

するとともに有の場合は作業内容も掲示すること。

※工事開始前に、石綿含有建築材料の使用の有無を調査し、事前調査結果28　ｱｽﾍﾞｽﾄに関する

　事前調査結果の書面の作成に当たっては、次に挙げる資格を有する者による

ものとする。

　①特定建築物石綿含有建材調査者または建築物石綿含有建材調査者

　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）

　②労働安全衛生法に基づく石綿作業主任者技能講習終了者の内石綿等の

　除去等の作業の経験を有する者

※無し　　　　　・有り12　支給物品　　　　

保証年限の起算日は契約竣工日の翌日とする。13　保証　　　　　　

保証書は２部提出すること。

m

m

2
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通
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事
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１
　
一
 
般
 
共
 
通
 
事
 
項

    検査に伴う試験　  

 

 

 

行うこと。また、各種試験の立会い公共試験所へのテストピースの搬

５　材料及び施工の　 

６　騒音、振動の防止

　４ 技能士

鉄筋工事 ・鉄筋施工（鉄筋組立て作業）

・型枠施工

・とび鉄骨工事

コンクリート工事

ブロック・ＡＬＣパネル工事 ・ブロック建築　・ＡＬＣパネル施工

・アスファルト防水工事作業　・合成ゴム系シート防水工事作業

・塗膜防水工事作業　　　　　・シーリング防水工事作業

防水工事

石工事 ・石材施工（石張り施工）

・タイル張りタイル工事

木工事 ・建築大工

・建築板金（内外装板金作業）　・スレート施工

・内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）

・左官

屋根及びとい工事

金属工事

左官工事

建具工事 ・サッシ施工　　・ガラス施工

・カーテンウォール施工（ＰＣ）　・サッシ施工　・ガラス施工

・塗装（建築塗装作業）塗装工事

カーテンウォール工事

内装工事 ・プラスチック系床仕上げ工事作業

・ボード仕上げ工事作業　・表装（壁装作業）

・造園植栽工事

適用工事種別 技能検定の職種

　　工事写真 　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　※１部　・（　　）部　提出

現況写真 　　　　工事場所及びその付近の必要と思われる箇所につい

　　　　　　　　て着工前に写真を撮り提出する。

７　記録 及び　　　　 標仕1.2.4 による他、下記写真類を併せて提出する。なお、工事写真の

「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定され

た排出ガス対策型建設機械を使用する。

た建設機械を使用する。また「建設機械に関する技術指針」に定められ

として使用しないこととする。

受注者は材料の受入れ検査及び施工に伴う検査を自らの責任において

入は受注者が行うものとする。なお、試験費用は受注者の負担とする。

撮り方は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　営繕工事写真撮影要領

なお、油圧ブレーカー（ジャイアントブレーカー、アイヨン）は、原則

１　仮設計画　　　　 工事に先立ち仮設計画図を作成の上監督職員の承諾を得ること。
 

２　仮設物の設置場所 ※敷地内　　・敷地外
　 

　 

　 

３　監督員事務所　　 種別　・１号(10m2程度)・２号(20m2程度)・３号(35m2程度）
　　　・４号(65m2程度)・５号(100m2程度)

備品　※机、いす、書棚、黒板、製図板、掛時計、寒暖計

　　　※ゴム長ぐつ、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、安全帯、消火器

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）５　工事用電力

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償） ４　工事用水　　　 

仮設給水の引込みは、工事着手前に本市上下水道局と事前協議を行い、

　　　 ・掃除具　　　  ・パソコン　　・FAX　　　　

　　　・衣類ロッカー　・冷暖房機器　・湯沸器

仮設給水申請書を提出のこと（加入金は受注者の負担とする）

（平成２８年版）・工事写真撮影ガイドブック　建築工事編による。

　て適正に処理しなければならない。

　事前に許可証の写しを監督職員に提出すること。なお、収集運搬及

　廃棄物及び清掃に関する法律」のしおりによる。
　行うこと。詳細等は、大阪府・大阪市・堺市・東大阪市発行「産業

　建設副産物適正処理推進要綱に従う。

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等によるほか、

4 処分方法の特記にないものについては、構外に搬出し、建設工事に係る

3 受注者は収集運搬及び処分を委託する場合は、受注者と収集運搬業
　者との間の契約及び受注者と処分業者との間の２者間契約を締結し

　び処分は受注者の責任においてマニフェストシステムにより適正に

　　作成・登録について については、コリンズ（工事実績情報システム）に基づき、実績登録用

には、同様の変更登録をしなければならない。

　また、設計変更時（工期変更、請負代金額変更）及び技術者の変更時

及び年末年始の休日を除く。）に登録しなければならない。

いずれの場合も、登録事由発生時から１０日以内（土・日曜日、祝日

データを作成し、監督員の確認を受けた後に、一般財団法人日本建設情

「登録内容確認書」を監督員に提出しなければならない。

報総合センター（ＪＡＣＩＣ）に登録しなければならない。登録後は、

受注者は、受注時及び竣工時において請負代金額が500万円以上の工事

　　施工体系図

受注者は、当該建設工事を施工するために下請契約を締結したときは、

場における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、これを当

該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲

その都度、速やかに施工体系図を変更しなければならない。

施工体制台帳及び施工体系図の作成等に関しては、建設業法及び公共

また、上記下請契約を締結した場合、受注者は、各下請負人の工事現

げなければならない。施工体系図の記載事項等に変更があったときは、

工事入札契約適正化法の定めに従うものとするほか、施工体系図では、

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

(以下「公共工事入札契約適正化法」という。)の定めに従い、施工体

制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くとともに、その写しを速や

かに監督員に提出しなければならない。また、一度作成した施工体制

れた施工体制台帳の写しを監督員に提出しなければならない。

台帳の記載事項等に変更があったときは、その都度、速やかに変更さ

2 受注者が排出業者とならない場合にあっても、原則として受注者

　が該当工事に伴って生じた全ての建設廃棄物を自らの責任におい

18　工事実績データの

19　施工体制台帳

　資材の再資源化等に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、

　　技術者の専任の

監理技術者又は主任技術者の工事現場への専任期間及び専任を要しない期間

については、国土交通省において定められている最新の監理技術者制度運用

マニュアルによるものとする。（専任以外の監理技術者又は主任技術者及び

現場代理人についても同様とする。）また、工事現場における運営、取締り

及び権限の行使に支障がなく、かつ、本市との連絡体制が確保されると認め

た場合には、監理技術者又は主任技術者及び現場代理人の工事現場における

常駐を要しないものとする。
 

　協議の上施工する。

　作業については日曜、祝日、第２、４土曜日、年末年始並びに盆休み

（夏期は午後　　時迄）

１ 工事に伴い障害物等が発見されたときは速やかに監督員に報告し

２ 工事現場周辺の道路は、常時清掃すること。

３ 作業時間は、原則として午前　８時から午後　６時までとする。

４ 地元協議がある場合はその内容を理解し尊重する。

５ 工事に伴う官公署その他の関係機関への諸手続等の費用は､受注者の負担とする。

　は作業を中止する。(但し､やむを得ない場合は市監督員と協議を行う｡）

期間について

　③（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者

29　現場代理人及び

30　施工条件　その他

 
31　法定福利費について ・受注者は契約後１４日以内に法定福利費を明示した「請負代金内訳書」

を監督員に提出し、確認を受けること。

項　　目 特　記　事　項項　　目 特　記　事　項章章 章項　　目 特　記　事　項

北区中村町977番地20

200 60

12,664

増築

中学校 08090

337.63

613.02

2,907.55

4,572.90

3,245.18

5,185.92

鉄骨造

2・3 ---

2

13.75

校舎棟

昇降機棟

595.92

17.10

323.23

14.40 3

2 鉄骨造

鉄骨造

90

八下中学校校舎増築ほか工事

2

13.80

２　既製杭地業

（PHC杭・回転貫入鋼管杭）

工法　　　・S-19図による。[回転貫入鋼管杭]

種類　　　※高強度プレストレストコンクリート杭（ＰＨＣ杭）

　　　　　※認定埋込み杭工法（　　　　　　　　　　　　　　）プレボーリング拡大根固め工法 [PHC杭]

752735
多角形

752735
テキストボックス
   訂 正 前



建設工事だけでなく建設工事以外を請け負う下請負人(産業廃棄物及

75
原寸図

0 25 50

課長 課長補佐 係長 主査 担　当　者 総括 担当者

設計完了日

工事発注日

設計事務所堺 市 　 　 建 築 都 市 局 　 　 建 築 部

特記仕様書（Ｎｏ１）
ＳＣサイズ

原寸紙サイズ

Ａ

01

2020.1

---

Ａ1

八下中学校校舎増築ほか工事

小畑 小里

4．図面　　　　 5．各種標準図　　 　　　  6．標仕

章 項　　目

    の 工 法 　 　 　 　 　  

Ⅰ．工事概要

Ⅱ．工事仕様

特　記　事　項

１
　
一
 
般
 
共
 
通
 
事
 
項

３ 　 特 別 な 材 料 　 　 　  

ａ　用途地域

ｂ　防火地域

ｃ　その他の地域地区

ｄ　都市計画施設の区域

ｅ　建蔽率・容積率　

f　敷地面積　　　　㎡

　・第一種低層　　・第二種低層　　・第一種中高層　・第二種中高層

　・第一種住居　　・第二種住居　　・準住居

　・近隣商業　・商業　　　・準工業　　・工業　　　・工業専用

　・ 指定なし　・　　　　　・　　　　　・　　　　　

　・防火　　　・準防火　　・２２条区域

　・市街化　　・市街化調整 ・ 

　・宅造規制　・風致　　　 ・　　　　・　   

　・指定あり　（・都計道路　・都計公園　・　　　　　・　　　　　　）

　・指定なし 

　・指定建蔽率　　　　％　　・指定容積率　　　　％

ａ．工事種別

ｂ．用途　　　　　　　　（主要用途　　　　）

ｃ．建築面積

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛建蔽率　　　　％｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛容積率　　　　％｝

　　　　  　（既設部分　　　  ）　計　　　　　

m

mm

　　　　  　（既設部分　　　  ）　計　　　　　m

ｅ．構　　造        

ｆ．階数　　　　　地上　　　階　地下　　　階

ｇ．棟数　　　　　　棟

ｈ．軒高　　　　　　ｍ　　　　　　　　　　ｉ．最高の高さ　　　　　　ｍ

備考 
棟名

構造階数建築面積
棟別工事種別

各階床面積

    各棟建築面積及び各棟床面積他

１　工事名称

２　工事場所

３　敷地に関する事項

４　工事建物概要

堺市

５　工事範囲

5．その他工事

3．既設改修工事　　　　　　　4．撤去工事

６　別途工事 1．電気設備工事　　　　　　　2．給排水衛生設備工事

3．空気調和設備工事　　　　　4．ガス設備工事

7．その他工事

5．し尿浄化槽設備工事        6．植栽工事

1．建築主体工事　　　 　　 　2．屋外附帯工事

１　共通仕様

（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設

備工事および機械設備工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

（１）質疑回答書、図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(平成

２　適用 特記仕様の取扱については、下記による。

（１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　・印のつかない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

３　設計図書の

    優先順位　　　　 

設計図書に相違がある場合、設計図書の優先順位は下記による。

1．質疑回答書　 2．現場及び机上説明書　　 3．特記仕様書

製品の指定工法による。

材料指定メーカーリスト（以下メーカーリストという）による。

建築材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの及び建築

※建築基準法に基づき定められる風圧区分等の適用工事

　・地表面粗度区分（・Ⅰ　・Ⅱ　※Ⅲ　・Ⅳ）

　・積雪区分　垂直積雪量　３０cm

　・風速（Ｖｏ＝３４m/s　　　）

　・

　・８章　・９章　・１０章　・１３章　・１４章　・１６章　・１７章

 

 

２　建築材料　　　　 

１　品質計画

2 2

2 2

ｄ．延べ面積

標仕に記載されていない特別な工法は、監督員の承諾を受けて当該

31年版)」（以下「標仕」という。）による。

　　　　　　　　　　　　　　　※１部　・（　　）部　提出

　　　　　　　　　　　　　　　※１部　・（　　）部　提出

 

工事写真 　　　　各工程に沿って、日付内容その他必要事項を記入の

　　　　　　　　上、順次アルバムに整理を行う。

工事出来高写真 　中間支払いを請求する場合は、出来高が明確になる

　　　　　　　　ように写真 を撮り提出する。

　　取り合い　　　　

施工範囲

施工図

　監督員の承諾を受ける。

 

　設備機器の位置、取り合いなどの検討できる施工図を提出して、

・図示した鉄筋コンクリート部分の貫通口、開口部、スリーブ等の補強

・図示した壁・天井の仕上げ材・下地材の切込み及び下地材の補強

・駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ

・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

 　
※図示　・設計ＧＬ＝ＯＰ＋

８　設備工事との　　

９　設計基準線　　　

2000.12. 改訂

2002. 5. 改訂

2004.11. 改訂

2007.12. 改訂

2009. 4. 改訂

2011. 2. 改訂

2012. 8. 改訂

2014. 1. 改訂

1998. 5. 作成 2014. 4. 改訂

2014.12. 改訂

2015. 4. 改訂

2016. 4. 改訂

2016. 7. 改訂

2017. 2. 改訂

 

 

 

地盤設計支持力　　（　　）ｔ／m 　　　　（長期）

　試験深さ　　設計ＧＬ－（　　　）ｍ　　＊現場指示による

・平板載荷試験　　ヶ所

　最大荷重　　（　　）ｔ　

　試験の方法　※敷地調査共通仕様書による。

2

 

 
重ね合わせ及び基礎梁際ののみ込み幅　※２５０mm

重ね枚数　（　　）枚

厚さ　　　※０．１５mm以上

適用範囲　※図示

３

  

 

６　床下防湿層

７　試　験

２
　
仮
　
設
　
工
　
事

 

 
呼び強度　※１８　　所要スランプ　※１５cm

厚さ　　　※５０mm　　　　　　　　・図示

厚さ　　　※６０mm　　　・図示　

材料　　　・切込砂利　※切込砕石　・再生クラッシャラン４　砂利地業

５　捨コンクリート

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　・オールケーシング工法

杭の精度　水平方向の位置ずれ　・杭径の1/4かつ100mm以下　　・　

 
継ぎ手　　建築基準法に基づく指定又は認定を受けた継ぎ手を使用し

　　　　　てよい。

 

 

 

 掘削工法　　　　　　　　・アースドリル工法

コンクリートの種別　　　・Ａ種　・Ｂ種

鉄筋 の最小 かぶ り 厚さ㎜　 ※１０ ０ 　

鉄筋の種別　　　　　　　※Ａ類　・Ｂ類３　場所打ちコンク　 

・リバース工法

　　リート杭地業

 

  

先端形状　・閉そく平たん形　・開放形

 
 

 

 

 

１　試験杭　　　　　 ※別紙１特記仕様書による。

・杭載荷試験

　試験の種別　・鉛直載荷試験　・水平載荷試験

　試験の方法　※敷地調査共通仕様書による。

　最大荷重（　　　）ｔ  

杭頭処理　切断しない　（高止りによる切断は油圧カッターを使用）

 
３
 
土
 
工
 
事

先 行 専 用 足 場 方 式 に よ り 行 う こ と 。

 ２　建設発生土の処理 

・構内指示の場所に敷き均し

・構内指示の場所にたい積

３　山留め　　　　　 ※図示

  
１　埋戻し及び盛土　 ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・その他搬入土（　　　　）
 

関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、

足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の

組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり

９　仮設足場　　 

・別紙１特記仕様書による。　　　・　８　工事用表示板　　 

足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」につい

て」（厚生労働省　基発第0424001号　平成21年4月24日）の「手すり先行

工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に

 
６　仮囲い　　　　　 

 

・別紙１特記仕様書　種別　・Ａ　・Ｂ　・Ｃ　・ОＰ模様塗（5色程度）

・ガードフェンス H=1,800（頭つなぎ共）　・　
シート張り　・有　・無

 
７　安全対策　　　　 

・安全巡視員（・常駐　　　人　・スポット延　　　人）

・メッシュシート（防炎Ⅰ類）　・防音シート　・防音パネル　・朝顔

　大阪府公安委員会告示(平成27年11月 2日第123号 )を遵守すること。

・構外搬出適切処理　（自由処分）

※構外指定場所搬出適切処理（再資源化施設）

４　水替え　　　　 ・水中ポンプ３インチ程度

　
４
　
地
　
業
　
工
　
事

※杭工事は「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置」

　（国土交通省告示第４６８号 H28.3.4）を順守する。

2018. 4. 改訂

2020. 4. 改訂

 

ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする。

　　な施工の確保に　

　　ついて　　　　　

 

3 特定建設業の許可を受けないで、下請代金の総額が建設業法施行令

　ことはできないのでとくに留意すること。

　不必要な重層下請負その他不適切な形態による下請契約により、工

　事を施工するなど契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為

　を行わないこと。

 

1 シンナー等有機溶剤の保管場所については、他の材料と区別し施錠

　　保管について　　 　する等保管管理を厳重にし盗難の防止に努めること。なお、保管す

　るときは換気に注意し、一定量以上保管する場合は消防法等関係法

　令に従うこと。

　　症候群対策について

に行うこと。

工事竣工後も建物の引継ぎをするまでの間は室内の通風・換気を充分

揮発性有機溶剤）の空気中の濃度低減を計ること。

業中は室内の通風・換気を充分に行い、ホルムアルデヒド・ＶＯＣ（

するために、建材・施工材（接着剤・塗料）の工程管理に留意し、作
ホルムアルデヒド・ＶＯＣ（揮発性有機溶剤）等の放散量を最小限に

撮影業者　※監督員の承諾する撮影業者

 
施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲

するものとする。

分類・規格 撮影箇所数 提出部数 原板の大きさ（ｍｍ）

 

・

※１００×１２５以上

※２４×３６以上

※２　・６

※１　・　

※２　・　

※２　・　

・

外部（　）内部（　）

外部（　）内部（　）

外部（　）内部（　）

外部（　）内部（　）

外部（　）内部（　）・

・カラースライド

・カラー半切木製パネル

・カラー四切木製パネル

・カラー

※キャビネ版

（他に外観正面１カットのみ３枚（カラーキャビネ版）提出）

下記のものを監督員に提出する。ただし、原板は撮影業者の保管とする。

2 使用後は現場に放置することなく、速やかに持ち帰る等の処置を講

　ずること。

1 建設業法第26条及び工事請負契約書第10条に定める受注者が工事現

　場に配置しなければならない現場代理人、監理技術者、主任技術者

　及び専門技術者については、適切な資格、技術力等を有する者を配

　置すること。

（注）工事現場に常駐して専らその業務に従事する者で受注者と直接

　　　かつ、恒常的な雇用関係にある者に限る。

　第 2条で定める金額（6,000 万円）以上となる下請契約を締結する

2 建設業法第22条及び工事請負契約書第 6条に違反する一括下請負い

10　施工図等の取扱い

11　完成写真

14　建築工事の適正　

15　シンナー等の　　

 16 シック・ハウス

1 発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用を行う
  こと。コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、
　アスファルト・コンクリートは「建設リサイクル法」による。その
　他のものは中間処理又は最終処理施設に搬入処理を行う。
　なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用、再生資源化
　及び再生資源の活用を行う場合は、監督員と協議する。

17　発生材の処理　　

び建設発生土等処理業者(収集運搬業者、中間処理業者、処分業者)並

ととし、建設発生土等の搬出先についても、施工体系図の中で明示す

体系図の写しを監督員に提出しなければならない。また、施工体系図

の記載事項等に変更があったときは、その都度、変更された施工体系

図の写しを速やかに監督員に提出しなければならない。

者の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に

合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けること

を拒んではならない。

びに警備業者等)においても、記載すべき下請負人の対象として扱うこ

るものとする。また、受注者は、すべての下請負人が記載された施工

受注者は、監督員等から公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる

に対し火災保険を次のとおり付すこと。また、保険契約締結後、

速やかにその証券を堺市長に提出すること。

なお、建設工事保険、組立保険等の総合保険に加入している場合は、

保険証の写しと火災保険金の受取りを堺市長とした保険会社発行の

証明書を提出すること。

　　・法定外労災補償（建設共済）又は労働災害総合保険

　従業員が受けた身体障害の補償

　第三者に与えた損害の補償

　　・請負業者賠償責任保険

この工事の施工にあたり、目的に応じて次の保険を付すること。

　　ついて

趣旨を理解し協力すること。なお、下請業者についても本調査の趣旨を

本工事が公共事業労務費調査の対象工事に選定された場合は、本調査の

周知し協力するよう指導すること。

を費用の面から把握し、発注者における工事費積算に適切に反映させる

ことを目的とする。なお、調査票は監督員から配布するものとする。

掲示する。

標識掲示場所は、工事用表示板の付近の見やすいところに

契約締結後１ヶ月以内に「退職金掛金収納書届」を提出する。

建設業退職金共済制度（以下「建退共」と言う）は、建設現場で働く

「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識（黄色の標識）を

労働者を被共済者としたものであり、受注者のみならず下請け業者ま

でこの制度の主旨を理解し、建設現場ごとに建退共の証紙を購入し、

　　　保険期間　　　　工期プラス１ヶ月　

　　　被保険者　　　　堺市長

　　　保険金額　　　　部分払いするときの出来高金額以上

20　火災保険について

21　その他の保険に

22　公共事業労務費調査

23　共通費実態調査

24　建退共について

＊この工事の施工にあたり、部分払いを請求する際には、工事出来高部分

本工事が共通費実態調査の対象工事に選定された場合は、本調査の趣旨を

理解し協力すること。共通費実態調査は受注者による営繕工事の実施状況

振興と市内業者の育成のためできる限り市内業者へ発注する。

工事の一部を下請けさせる場合及び原材料を購入する際は地元産業の

　原材料の購入について

25　工事の下請け及び

 

必要があります。「堺市グリーン調達方針における公共工事特定調達品

（採用した品目は実績数を記載し、報告書を作成のうえ提出のこと）

　　品目の採用について

堺市グリーン調達基本方針に基づき【最新版】堺市グリーン調達方針

の定めによりグリーン調達やリサイクル製品の調達の一層の推進を図る

段等において、施工中に検査を行うもので、設計図書及びその他の関係

本工事は、中間技術検査の対象工事となる。中間技術検査は公共工事の

品質向上を図るため、工事完成時に不可視となる部分や施工上重要な階

書類に基づいて行われる。

目」を本工事において市監督員と協議のうえ、極力採用するものとする。

26　公共工事特定調達

 27　中間技術検査

　調査・報告・掲示 の書面の作成、発注者への報告を行うこと。なお、事前調査結果を掲示

するとともに有の場合は作業内容も掲示すること。

※工事開始前に、石綿含有建築材料の使用の有無を調査し、事前調査結果28　ｱｽﾍﾞｽﾄに関する

　事前調査結果の書面の作成に当たっては、次に挙げる資格を有する者による

ものとする。

　①特定建築物石綿含有建材調査者または建築物石綿含有建材調査者

　（平成３０年　厚生労働省、国土交通省、環境省告示第１号）

　②労働安全衛生法に基づく石綿作業主任者技能講習終了者の内石綿等の

　除去等の作業の経験を有する者

※無し　　　　　・有り12　支給物品　　　　

保証年限の起算日は契約竣工日の翌日とする。13　保証　　　　　　

保証書は２部提出すること。
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    検査に伴う試験　  

 

 

 

行うこと。また、各種試験の立会い公共試験所へのテストピースの搬

５　材料及び施工の　 

６　騒音、振動の防止

　４ 技能士

鉄筋工事 ・鉄筋施工（鉄筋組立て作業）

・型枠施工

・とび鉄骨工事

コンクリート工事

ブロック・ＡＬＣパネル工事 ・ブロック建築　・ＡＬＣパネル施工

・アスファルト防水工事作業　・合成ゴム系シート防水工事作業

・塗膜防水工事作業　　　　　・シーリング防水工事作業

防水工事

石工事 ・石材施工（石張り施工）

・タイル張りタイル工事

木工事 ・建築大工

・建築板金（内外装板金作業）　・スレート施工

・内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）

・左官

屋根及びとい工事

金属工事

左官工事

建具工事 ・サッシ施工　　・ガラス施工

・カーテンウォール施工（ＰＣ）　・サッシ施工　・ガラス施工

・塗装（建築塗装作業）塗装工事

カーテンウォール工事

内装工事 ・プラスチック系床仕上げ工事作業

・ボード仕上げ工事作業　・表装（壁装作業）

・造園植栽工事

適用工事種別 技能検定の職種

　　工事写真 　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　※１部　・（　　）部　提出

現況写真 　　　　工事場所及びその付近の必要と思われる箇所につい

　　　　　　　　て着工前に写真を撮り提出する。

７　記録 及び　　　　 標仕1.2.4 による他、下記写真類を併せて提出する。なお、工事写真の

「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定され

た排出ガス対策型建設機械を使用する。

た建設機械を使用する。また「建設機械に関する技術指針」に定められ

として使用しないこととする。

受注者は材料の受入れ検査及び施工に伴う検査を自らの責任において

入は受注者が行うものとする。なお、試験費用は受注者の負担とする。

撮り方は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　営繕工事写真撮影要領

なお、油圧ブレーカー（ジャイアントブレーカー、アイヨン）は、原則

１　仮設計画　　　　 工事に先立ち仮設計画図を作成の上監督職員の承諾を得ること。
 

２　仮設物の設置場所 ※敷地内　　・敷地外
　 

　 

　 

３　監督員事務所　　 種別　・１号(10m2程度)・２号(20m2程度)・３号(35m2程度）
　　　・４号(65m2程度)・５号(100m2程度)

備品　※机、いす、書棚、黒板、製図板、掛時計、寒暖計

　　　※ゴム長ぐつ、雨がっぱ、保護帽、懐中電灯、安全帯、消火器

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）５　工事用電力

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償） ４　工事用水　　　 

仮設給水の引込みは、工事着手前に本市上下水道局と事前協議を行い、

　　　 ・掃除具　　　  ・パソコン　　・FAX　　　　

　　　・衣類ロッカー　・冷暖房機器　・湯沸器

仮設給水申請書を提出のこと（加入金は受注者の負担とする）

（平成２８年版）・工事写真撮影ガイドブック　建築工事編による。

　て適正に処理しなければならない。

　事前に許可証の写しを監督職員に提出すること。なお、収集運搬及

　廃棄物及び清掃に関する法律」のしおりによる。
　行うこと。詳細等は、大阪府・大阪市・堺市・東大阪市発行「産業

　建設副産物適正処理推進要綱に従う。

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令等によるほか、

4 処分方法の特記にないものについては、構外に搬出し、建設工事に係る

3 受注者は収集運搬及び処分を委託する場合は、受注者と収集運搬業
　者との間の契約及び受注者と処分業者との間の２者間契約を締結し

　び処分は受注者の責任においてマニフェストシステムにより適正に

　　作成・登録について については、コリンズ（工事実績情報システム）に基づき、実績登録用

には、同様の変更登録をしなければならない。

　また、設計変更時（工期変更、請負代金額変更）及び技術者の変更時

及び年末年始の休日を除く。）に登録しなければならない。

いずれの場合も、登録事由発生時から１０日以内（土・日曜日、祝日

データを作成し、監督員の確認を受けた後に、一般財団法人日本建設情

「登録内容確認書」を監督員に提出しなければならない。

報総合センター（ＪＡＣＩＣ）に登録しなければならない。登録後は、

受注者は、受注時及び竣工時において請負代金額が500万円以上の工事

　　施工体系図

受注者は、当該建設工事を施工するために下請契約を締結したときは、

場における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、これを当

該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲

その都度、速やかに施工体系図を変更しなければならない。

施工体制台帳及び施工体系図の作成等に関しては、建設業法及び公共

また、上記下請契約を締結した場合、受注者は、各下請負人の工事現

げなければならない。施工体系図の記載事項等に変更があったときは、

工事入札契約適正化法の定めに従うものとするほか、施工体系図では、

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

(以下「公共工事入札契約適正化法」という。)の定めに従い、施工体

制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くとともに、その写しを速や

かに監督員に提出しなければならない。また、一度作成した施工体制

れた施工体制台帳の写しを監督員に提出しなければならない。

台帳の記載事項等に変更があったときは、その都度、速やかに変更さ

2 受注者が排出業者とならない場合にあっても、原則として受注者

　が該当工事に伴って生じた全ての建設廃棄物を自らの責任におい

18　工事実績データの

19　施工体制台帳

　資材の再資源化等に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、

　　技術者の専任の

監理技術者又は主任技術者の工事現場への専任期間及び専任を要しない期間

については、国土交通省において定められている最新の監理技術者制度運用

マニュアルによるものとする。（専任以外の監理技術者又は主任技術者及び

現場代理人についても同様とする。）また、工事現場における運営、取締り

及び権限の行使に支障がなく、かつ、本市との連絡体制が確保されると認め

た場合には、監理技術者又は主任技術者及び現場代理人の工事現場における

常駐を要しないものとする。
 

　協議の上施工する。

　作業については日曜、祝日、第２、４土曜日、年末年始並びに盆休み

（夏期は午後　　時迄）

１ 工事に伴い障害物等が発見されたときは速やかに監督員に報告し

２ 工事現場周辺の道路は、常時清掃すること。

３ 作業時間は、原則として午前　８時から午後　６時までとする。

４ 地元協議がある場合はその内容を理解し尊重する。

５ 工事に伴う官公署その他の関係機関への諸手続等の費用は､受注者の負担とする。

　は作業を中止する。(但し､やむを得ない場合は市監督員と協議を行う｡）

期間について

　③（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者

29　現場代理人及び

30　施工条件　その他

 
31　法定福利費について ・受注者は契約後１４日以内に法定福利費を明示した「請負代金内訳書」

を監督員に提出し、確認を受けること。

項　　目 特　記　事　項項　　目 特　記　事　項章章 章項　　目 特　記　事　項

北区中村町977番地20

200 60

12,664

増築

中学校 08090

337.63

613.02

2,907.55

4,572.90

3,245.18

5,185.92

鉄骨造

2・3 ---

2

13.75

校舎棟

昇降機棟

595.92

17.10

323.23

14.40 3

2 鉄骨造

鉄骨造

90

八下中学校校舎増築ほか工事

2

13.80

２　既製杭地業

（PHC杭・回転貫入鋼管杭）

工法　　　・S-19図による。[回転貫入鋼管杭]

種類　　　※高強度プレストレストコンクリート杭（ＰＨＣ杭）

　　　　　※認定埋込み杭工法（　　　　　　　　　　　　　　）プレボーリング拡大根固め工法 [PHC杭]
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シーズ建築事務所

図面名称

工事名称

Ａ1

2020.1

八下中学校校舎増築ほか工事

○　建築概要

建築場所

用途地域 第一種中高層住居専用地域　準防火地域

敷地面積

堺市北区中村町977番地20

12,664.00㎡

建築面積

延床面積

＜既設部＞

＜既設部＞

建物用途

構造規模

学校

＜校舎棟増築＞

昇降設備

＜昇降機棟増築＞

鉄骨造　2階建て

鉄骨造　3階建て

11人乗り　60m/min　機械室レス

N

工事場所　八下中学校　 

堺市北区中村町977番地20
付近見取図　1：5,000

＜校舎棟増築＞

＜校舎棟増築＞ ＜昇降機棟増築＞

＜昇降機棟増築＞

＜合計＞

＜合計＞

323.23㎡ 14.40㎡
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倍 面 積敷地面積

面    積

24.0912

85.9383

106.540

121.1561

106.2646

101.4389

101.3373

3.1662

-2.2689

2.0528

-3.4569

-3.1329

-94.4505

-105.9093

-105.4305

-96.7437

-54.661

98.827

-102.095

-552.485

-11,024.430

-13,687.761

-1,166.786

-55.984

880.297

337.077

-25,328.001

12,664.00012,664.00㎡
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座標面積計算表
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3階床面積＝⑥＋⑦

2階床面積＝⑥＋⑦

延床面積

1階床面積＝⑥＋⑦

建築面積＝⑥＋⑦

337.63 

312.36 

312.36 

14.40 

26.10 

容積率算定に係る延床面積

　増築部分合計

建築面積

1階床面積

2階床面積

3階床面積

639.12 延床面積

・・・⑥×3

計算式(W×H)

①

②

③

④

⑤
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5.700 建物面積求積図　1:200 613.02 

595.92㎡

建築概要・付近見取図・求積図

08

43.20㎡

延床面積

　校舎棟

延床面積

建築面積＝①＋②＋④＋⑤

1階床面積＝①＋②

2階床面積＝①＋②

建築面積＝③

1階床面積＝③

2階床面積＝③
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280.38

560.76

 17.58

 17.58

 17.58

 35.16

・・・渡り廊下

小畑 小里

2,907.81㎡

4,864.79㎡

3,245.24㎡

5,503.91㎡

752735
テキストボックス
   訂 正 前

752735
多角形



③

エレベーターの昇降路の部分

堺 市 　 　 建 築 都 市 局 　 　 建 築 部

75
原寸図

0 25 50

課長 課長補佐 係長 主査 担　当　者 総括 担当者

原寸紙サイズ

ＳＣサイズ

工事発注日

設計完了日

シーズ建築事務所

図面名称

工事名称

Ａ1

2020.1

八下中学校校舎増築ほか工事

○　建築概要

建築場所

用途地域 第一種中高層住居専用地域　準防火地域

敷地面積

堺市北区中村町977番地20

12,664.00㎡

建築面積

延床面積

＜既設部＞

＜既設部＞

建物用途

構造規模

学校

＜校舎棟増築＞

昇降設備

＜昇降機棟増築＞

鉄骨造　2階建て

鉄骨造　3階建て

N

工事場所　八下中学校　 

堺市北区中村町977番地20
付近見取図　1：5,000
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＜校舎棟増築＞ ＜昇降機棟増築＞
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＜合計＞

＜合計＞

323.23㎡ 14.40㎡
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座標点 Ｘn(m) Ｙn(m) (Ｘn+1 - Ｘn-1)･Ｙn

0.000 0.000 0.000000

-1.080

31.546

133.180

-106.461

倍 面 積敷地面積

面    積

24.0912

85.9383

106.540

121.1561

106.2646

101.4389

101.3373

3.1662

-2.2689

2.0528

-3.4569

-3.1329

-94.4505

-105.9093

-105.4305

-96.7437

-54.661

98.827

-102.095

-552.485

-11,024.430

-13,687.761

-1,166.786

-55.984

880.297

337.077

-25,328.001

12,664.00012,664.00㎡
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座標面積計算表
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　昇降機棟

43.20 

14.40 

14.40 

14.40 

14.40 

3階床面積＝⑥＋⑦

2階床面積＝⑥＋⑦

延床面積

1階床面積＝⑥＋⑦

建築面積＝⑥＋⑦

337.63 

312.36 

312.36 

14.40 

26.10 

容積率算定に係る延床面積

　増築部分合計

建築面積

1階床面積

2階床面積

3階床面積

639.12 延床面積

・・・⑥×3

計算式(W×H)

①

②

③

④

⑤

⑥

25.5

9.715

6.3

1.3

10.5

1.3

2.79

2.5

7.34

符号
W H

面積(㎡)

3.0

3.0

3.0⑦

2.9

1.9

267.750 

12.630 

17.577 

3.250 

22.020 

8.700 

5.700 建物面積求積図　1:200 613.02 

595.92㎡

建築概要・付近見取図・求積図
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43.20㎡

延床面積

　校舎棟

延床面積

建築面積＝①＋②＋④＋⑤

1階床面積＝①＋②

2階床面積＝①＋②

建築面積＝③

1階床面積＝③

2階床面積＝③

305.65

280.38

280.38

560.76

 17.58

 17.58

 17.58

 35.16

・・・渡り廊下

小畑 小里

2,907.81㎡

4,864.79㎡

3,245.24㎡

5,503.91㎡

11人乗り　45m/min　機械室レス

752735
テキストボックス
   訂 正 後

752735
多角形


